
詳しくは，別冊の「障害福祉のしおり」をご参照ください。

障害者福祉制度ガイド① 備考欄【　】内「障害福祉のしおり」掲載ページ数 令和５年７月現在

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

障害者控除：27万円の適用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

特別障害者控除：40万円の適用 ○ ○ ○ ○

同居特別障害者控除：75万円の適用

障害者控除：26万円の適用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

特別障害者控除：30万円の適用 ○ ○ ○ ○

同居特別障害者控除：53万円の適用

非
課
税

前年合計所得金額が135万円以下の障害者

中央東県税事務所
（自動車税

環境性能割・種別割）

８６６－８５１０

○ 一部 一部 一部 一部 一部 ○ ○

市民税課
（軽自動車税種別割）

８２３－９４２３

税務署 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　８２２－１１２３

税務署 ○ ○

　８２２－１１２３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・身体障害者手帳または療育手帳 利用時に手帳の提示が必要　　　　　　【P44・45】

①本人運転の場合

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＪＲ高知駅

　８２２－８２２９

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

航空券販売窓口

　その他（船舶等） 乗船券販売窓口等 【P44・45】

※精神障害者割引に関しては各社へお問い合わせください

第一福祉課・第二福祉課

８２３－９４４２

申請に必要なもの制  度  名 担  当 制     度     内     容
身体障害者手帳 療育手帳

備           考

税
の
減
免
・
軽
減

　所得税
税務署

　８２２-１１２３

所
得
控
除

所得金額から左の額を控除します（軽減
される税額は所得の金額によって異なり
ます）。

・身体障害者手帳または療育手帳

・各種証明書

前年の12月31日の時点で65歳以上で，要介護１～
５と認定されている方は，障害者・特別障害者控除
が受けられる場合があります。
詳しくは，高齢者支援課（８２３－９４４１）まで
お問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P43】

同居している配偶者もしくは扶養親族が身障手帳１・２級また
は療育手帳Ａ１・Ａ２

　住民税
市民税課

　８２３－９４２１

所
得
控
除

課税される所得から左の額を控除します
（軽減される税額は所得の金額によって
異なります）。

同居している配偶者もしくは扶養親族が身障手帳１・２級また
は療育手帳Ａ１・Ａ２

　自動車税
　（環境性能割・種別割）
　軽自動車税
　（環境性能割・種別割）

税
の
減
免

身体等に障害のある人が所有する自動車を
①障害のある人が運転する場合
②障害のある人と生計を一にする親族や常時介護する者が専ら障害のある人
の通院や通学，通勤などのために運転する場合
一定の要件を満たせば税が減免されます。
減免の対象となる自動車は障害者１人について１台に限ります。

・身体障害者手帳または療育手帳等
・申請書等
・通院・通学・通勤等証明書
・住民票等
・免許証
・車検証

通院等証明書（指定の様式）および住民票等は家
族運転の場合のみ必要（軽自動車税は証明および
住民票不要）
常時介護者運転の場合は家族運転の場合に加え
て自動車運行計画書，誓約書が必要
※減免申請は申請期限（４/１～納期限）までに
　　［通院等証明書（指定の様式）および住民票
　　　等の証明日は４/１以降のもの］
※環境性能割は登録時に減免申請を　　　【P15】

　相続税

税
額
控
除

・身体障害者手帳または療育手帳 申請時，要問い合わせ　　　　　　　　　　　　【P43】
税額控除＝（85－障害者年齢）×10万円（特別障害者は20万円）
※85歳以上は控除なし

障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合

　贈与税
非
課
税

特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて受ける6,000万円までの信
託財産

・療育手帳
・障害者非課税信託申告書

申請時，要問い合わせ　　　　　　　　　　　　【P43】

生活保護受給中の方へ 生活保護を受給中の方は，担当ケースワーカーに手帳の等級等をお知らせください。

交
通
割
引

　航空機の運賃割引
 （搭乗時の年齢が満12歳以上）

　※国内線のみ

①身体障害者手帳所持者　　（介護者１名も割引あり）

※介助料は別となります。

　有料道路通行料金割引

＜申請受付＞
障がい福祉課　管理担当

 ８２３－９０５６

＜割引制度について＞
NEXCO西日本

（お客さまセンター）
０１２０－９２４－８６３

　バス・電車の運賃割引 乗車券販売窓口・車内
身体障害者手帳または療育手帳の所持者全員　　ほぼ半額

　タクシーの運賃割引
身体障害者手帳または療育手帳の所持者全員　　１割引（運賃のみ）

　鉄道の運賃割引

制度的には定められていませんが，上記に準じて割引を行っているところがあります
ので，乗船券販売窓口等に照会してください。

※個人情報保護の観点から，運転手は手帳に記載されている情報を記録してはならないことと
されています。（H25.１.22　四国運輸局長通知）

○ ○ ○ ○ ○

手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減免額の欄に第１種また
は第２種と記載がある場合

・身体障害者手帳または療育手帳

○

・割引には有効期限があります。（最長２年２か月）

車両を登録する場合
・車の所有者に制限があります。
・割引対象外の車両があります。

※登録する車の所有者は個人名義に限ります。
例外：割賦購入中または長期リースの場合
(割賦購入または長期リースの契約書が必要)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【P18】

○○

電車定期券は５割引（ただし12歳以上に限る）
バス定期券は３割引（ただし12歳以上に限る）
購入時および利用時に手帳の提示が必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【P44・45】

購入時および利用時に手帳の内容確認が必要
12歳未満で定期乗車券を利用する身体障害者，療
育手帳所持者の介護者は，ほぼ半額となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【P44・45】

割引の有無や運賃は，各航空運送事業者または路
線によって異なります。
航空券購入時および搭乗手続き時に手帳の提示が
必要
※本人が３歳から11歳の場合は介護者１名割引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【P44・45】

○ ○

身体障害者手帳及び療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種または
第２種と記載されている場合，本人が単独で片道100kmを超える乗車については本人
のみ５割引，介護者同伴の第１種の方については本人と介護者が５割引となります
（ただし特急券等は除きます）。

【車両を登録する場合】
・身体障害者手帳・療育手帳（第１種）
・車検証（所有者：個人名義に限る）
　電子車検証の場合：車検証原本＋自動
　車検査証記録事項の書面
・契約書（割賦購入中または長期リースの場合）

・運転免許証（第２種新規申請の場合のみ）
●ETC利用の場合は上記のほかに
・ETCカード（成年の方は本人名義のもの）
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等

  　　身体障害者手帳所持者

②療育手帳所持者　　　　　　 （介護者１名も割引あり）

※割引運賃は，各航空運送事業者または路線によって異なります。

・身体障害者手帳または療育手帳
（身体障害者手帳第１種・療育手帳第１種の方は介護者１人もほぼ半額）

②介護者運転が認められる場合

①通院・通勤等の日常生活において，障害者本人または障害者を乗せて介護者等が
有料道路を通行する場合，通行料金がほぼ半額となります（事前申請必要）。
②ETCカード番号，車載器番号を登録しておけば，ETCノンストップ走行で通行する場
合も割引が適用されます。
※登録できる車両は１人につき１台（ただし，営業に用いられていない車両等に限りま
す）。
※車の所有者は個人名義に限ります（割賦購入中または長期リースの場合を除く）。
※車両を登録しない場合も割引対象となります（事前申請必要）。

　　　第１種の身体障害者手帳所持者
　　　療育手帳A１・A２所持者

・身体障害者手帳または療育手帳

（家族運転の場合のみ）

障害の区分により減免の対象となら

ない場合がありますので，詳しくは

「障害福祉のしおり」16ページをご覧

ください。



詳しくは，別冊の「障害福祉のしおり」をご参照ください。

障害者福祉制度ガイド② 備考欄【　】内「障害福祉のしおり」掲載ページ数 令和５年７月現在

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
視覚 下肢

障がい福祉課 下肢 体幹

医療福祉担当 体幹

８２３－９０５３ 呼吸器

※呼吸器は酸素ボンベ常時携帯者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
障がい福祉課

医療福祉担当

８２３－９０５３ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 一部

高知署 ８２２－０１１０

南　 署 ８３４－０１１０

東 　署 ８６６－０１１０

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部

※下線部は介護保険優先　　　

障害を補うための用具の交付，修理制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

盲人安全杖・義眼・眼鏡・補聴器・歩行補助杖（Ｔ字状・棒状のつえを除く）・義肢・装具・車椅子 一部 一部 一部 一部 一部 一部

電動車椅子・歩行器・座位保持椅子・起立保持具・座位保持装置・頭部保持具・排便補助具

※下線部は介護保険優先　　

　車椅子の貸出 身体障害者手帳をお持ちで車椅子を必要とする方に無料で短期間（１ヶ月）貸出し ○ ○ ○ ○ ○ ○
介護保険（要介護・要支援）の認定
を受けている方等は対象外　【P29】

　高知市ふれあい収集
環境業務課

８５６－５３７４
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　　　　　　　　　　　　　 　　 【P29】

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部

障害者向け住宅として専用の枠を設けて募集
単身者
向のみ

居室・浴室・便所・玄関・台所等の改造費 ○ ○

※世帯状況等により上限あり 一部 一部

高齢者支援課
８２３－９４４１
介護保険課

８２３－９９５９

申請に必要なもの 備           考

・身体障害者手帳または療育手帳
・ガソリン・軽油給油の場合，自動車税減
免が確認できるもの，または有料道路通
行料金割引の証明が確認できるもの
・代理人が申請する場合は代理人の本
人確認書類

・各種手帳等（身体・知的・精神等）
・申請書等
・見積書

※必ず自動車免許取得前に申請す
ること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【P19】

最初の１時間が無料
精算時に手帳の提示が必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P19】

最初の１時間が無料
利用時に手帳の提示が必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P20】

最初の１時間が無料
利用時に手帳の提示が必要

〈利用時に必要なもの〉
・身体障害者手帳，療育手帳または精神
障害者保健福祉手帳

・身体障害者手帳または療育手帳

・身体障害者手帳，療育手帳または精神
障害者保健福祉手帳

・在宅者
・年度ごとに申請が必要
　（利用期間はその年度内）
・鏡地区については，類似の
　旧制度適用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P20】

ＴＦＩ株式会社
８７１－０９９０

運転者本人または同乗者が，身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳のいずれかを駐
車料金精算時に提示すると，中央公園地下駐車場及び県庁前通り地下駐車場の最初の１時間までの
駐車料金が全額免除になります。
※　スタンプサービスとの併用は不可。手帳所持者が市外居住でも対象となります。

身体障害者手帳 療育手帳
制     度     内     容担  当

ガソリン・軽油給油の場合（自動車税減免対象車両または有料道路における障害者割引対象車両）

  南四国個人タクシー共同組合に加入のタクシーと福祉タクシー（車椅子対応）各社。

制  度  名

　自動車運転免許
　取得費助成

　こうちあったか
　パーキング制度

※免許取得前に申請が必要（免許取得後に取得した免許証の確認あり）

免許取得により就労等社会活動に参加促進できるように取得費用の一部を助成

　身体障害者用
　自動車改造費助成

助成額：必要経費の２／３以内（上限10万円）

障害のある方などで移動に配慮が必要な方を対象に，公共施設や店舗などでの障害者等用駐車場の
利用証を交付する制度

駐
車
場
料
金
の
減
免

　高知市駐車場
　・中央公園地下駐車場
　・県庁前通り地下駐車場
    （工事期間中閉鎖）

都市建設総務課
８２３－９２１６

市営駐車場指定管理者
８２２－１１７５

　高知市文化プラザ
　駐車場（工事期間中閉鎖）

高知市文化プラザ
（かるぽーと）

　８８３－５０１１

　はりまや橋地下駐車場

・身体障害者手帳　・同意書
・車検証　　　　　　　・申請書
・免許証　　　　　　　・見積書
・（改造部分の写真）

　　　　　　　上肢・下肢・体幹
※3～6級は免許証に改造自動車使用等
の条件が付されていること

※必ず自動車改造前に申請するこ
と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【P19】

左記の身体障害者手帳または療育
手帳の所有者は，交付対象でなくな
るまでご利用できます。　　 【P19】

①１～４級の身体障害者手帳所持者本人が自動車を運転する場合

対象者１人につき年度で１冊（400円券×33枚）   　※年度途中の新規資格者は月割の枚数で交付

タクシー利用の場合

身体障害者手帳，療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持されている方で
①手帳所持者本人が自動車を運転する場合
②手帳所持者を介護する家族等が運転する場合

③療育手帳所持者を介護する家族等が運転する場合

②第１種の身体障害者手帳所持者を介護する家族等が運転する場合

助成額：改造に要した額（上限10万円）

※自動車改造前に申請が必要（所得制限あり）

身体障害者が就労等に伴い，自らが運転する自動車を改造する場合，その費用の一部を助成

  原則として，高知市内のタクシーのうち，高知ハイヤー共同チケット，高知個人タクシー共同組合

  チケット表紙にナンバーが記入されている車１台に限定

  原則として，高知県石油業協同組合に加入の給油所

・申請書等
※障害者支援センター等に事前に要相
談

介護保険対象者については，別に制度
あり
※等級，障害種別，世帯構成により 給
付制限あり
※一割負担あり
（ただし，所得に応 じ，月額負担上限額
の設定あり）
※難病等の方につきましては，障がい
福祉課までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　 　     【P24～26】

・身体障害者手帳または療育手帳

・申請書等

調査または判定が必要な場合があるため
要相談
※等級・障害種別により給付制限あり
※補装具価格の一割を利用者が負担
（ただし，所得に応じ月額負担額上限額の
設定あり）
※難病等の方につきましては,障がい福祉
課までお問い合わせください。  【P21・22】

当選後に身体障害者手帳または療育手
帳等が必要です。（所得証明書・住民票・
戸籍・源泉徴収票等が必要な場合あり）
詳しくはお問い合せください。　　【P28】

・身体障害者手帳または療育手帳
・申請書等

・身体障害者手帳
・申請書等
・マイナンバーの分かるもの

・申請書　　・身体障害者手帳

※介護保険対象者については別に制度
あり
※身体障害者福祉法（日常生活用具の
給付）優先
※介護認定有の場合は高齢者支援課等
に要相談

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　【P27】

・高知市ふれあい収集事業利用申請書
・身体障害者手帳または療育手帳の写し
・介護保険被保険者証の写し
・精神障害者保健福祉手帳の写し

便器・訓練用ベッド・特殊マット・訓練椅子・特殊寝台・頭部保護帽・入浴補助用具・特殊便器・特殊尿
器・入浴担架・体位変換器・音声式体重計・電磁調理器・在宅人工呼吸器用発電機・視覚障害者用
ポータブルレコーダー・点字タイプライター・視覚障害者用時計・音声式体温計・視覚障害者用拡大読
書器・視覚障害者用ソフトウェア・点字図書・火災警報機・自動消火器・点字ディスプレイ・視覚障害者
用活字文書読上げ装置・電気式痰吸引器・透析液加温器・酸素ボンベ運搬車・聴覚障害者用屋内信号
装置・聴覚障害者用通信装置（ファックス）・聴覚障害者用情報受信装置・人工内耳用外部装置及び電
池・携帯用会話補助装置・ネブライザー・歩行時間延長信号機用小型送信機・視覚障害者用ラジオ・自
動ページめくり機・視覚障害者用読書支援機器・情報通信支援用具・Ｔ字状または棒状のつえ・点字
器・人工喉頭・ストーマ装具・紙おむつ等・収尿器・移動・移乗支援用具・移動用リフト・居宅生活動作補
助用具（住宅改修）・視覚障害者用秤・暗所視支援眼鏡

※手帳は写真・氏名・住所・障害名・
等級が確認できるよう広げてコピー
してください。　　　　　　　 【P19】

・身体障害者手帳または療育手帳（原本
とコピー２部）　　　　　・印鑑
・車検証（原本とコピー２部）
・運転免許証（原本とコピー２部）

・各種手帳など
※ご家族が代理で申請する場合は代理
人の方の本人確認書類が必要

視覚・聴覚・上肢・下肢・移動機能・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルス・体幹機能・平衡機能・膀胱または直腸・小腸機能障害および療育
手帳Ａの方で歩行が困難な方は，自動車を使用する場合「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けられる場合がありますので，事前に居住地を管轄
する警察署へお問い合わせください。

生
活

高齢者や障がいのある方が，住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づくりを目的に，要介
護認定者等のみで構成された世帯のうち，世帯員自らごみをごみステーションまで持ち出すことが困難
で，親族や近隣住民などの協力を得ることができない世帯を対象に，訪問による玄関先からのごみの
収集を行う制度

　住宅改造（改修）

　駐車禁止規制の
　適用除外

自
動
車

重度障害者用意思伝達装置

　在宅重度障害者
　移動支援チケット
　（タクシー・ガソリン）

県障害福祉課
８２３－９６３３

　日常生活用具の給付

住
宅

　心身障害者向け
　市営住宅

高知市営住宅
管理センター
８２３－９０６７

身体障害者手帳１～４級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１，精神障害者福祉手帳（１～３級）をお持ちの本人お
よび世帯員

　補　装　具

障がい福祉課
医療福祉担当
８２３－９０５３

障がい福祉課
医療福祉担当
８２３－９０５３



詳しくは，別冊の「障害福祉のしおり」をご参照ください。

障害者福祉制度ガイド③ 備考欄【　】内「障害福祉のしおり」掲載ページ数 令和５年７月現在

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

○ ○ ○ ○ △

身体障害者手帳１～３級，および４級の一部の方※は申請により65歳から後期高齢者医療制
度が適用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

※音声言語機能障害，両下肢のすべての指を欠くもの，一下肢の１/２以上を欠くもの， 一部

　　一下肢機能の著しい障害

○ ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 一部 一部 一部

精 神 通 院 医 療
健 康 増 進 課
８ ０ ３ － ８ ０ ０ ５

精神通院（発達障害，てんかんも含む）にかかる医療費が原則自己負担１割になる制度
※世帯（同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とする）の市民税課税状況により自己
負担上限額が設定される。

なし

・申請書
・所定の診断書（治療方針の変更等がな
ければ２年ごと）
・保険証
・マイナンバーがわかる書類，身元確認書
類等（詳しくはお問い合わせください）

原則として，医療機関・薬局・訪看等
は1か所が適用
適用となるのは申請受付日以降で，
有効期限は1年
毎年更新の手続きが必要　　【P11】

○ ○ ○
一部 一部

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部 一部 一部 一部 一部

○ ○ ○ ○ △

一部 一部

子育て給付課
児童扶養手当担当

８２３－９４４７

受給資格・手当金額・申込方法・添付
書類については，子育て給付課にお
問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P９】

○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 一部

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

育 成 医 療

・認定請求書　　  　・戸籍謄本
・診断書　　　　　　  ・同意書
・口座申出書等
・身体障害者手帳または療育手帳
・マイナンバーの分かるもの

20歳未満

身体障害者手帳 療育手帳
制     度     内     容 年齢制限 申請に必要なもの

18歳未満の障害児に対し，障害を軽減したり残された機能を回復するために必要な医療費の
助成
※同じ医療保険に加入している家族の方の市民税（所得割額）により一部自己負担あり

公的障害年金を受給していない20歳未満の方（施設等入所者を除く）に対して支給
　月額15,220円 ※所得制限あり　     毎年２・５・８・11月銀行振込

子 育 て 給 付 課
８ ２ ３ － ９ ４ ４ ７

掛金の減額制度あり（生活保護また
は市民税均等割以下の世帯）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P９】

【P６】

指定医療機関での治療に適用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P11】

65歳以上

・身体障害者手帳または療育手帳
・住民票　　　　・申請書等
・（課税証明書）
※申請は偶数月の20日まで

診断書は所定の様式のもの
(省略できる場合もあり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P８】

・申請書等　　・銀行口座番号
・福祉事務所の発行する障害児福祉手当
不支給証明書
・障害の状態の分かるもの
（身体障害者手帳，療育手帳または特別
　児童扶養手当認定通知書等）

父母の離婚等によりひとり親家庭となった児童について，児童を監護している父または母，もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。
ただし，児童の父または母が一定の障害の状態にある場合は，その児童を監護する母または父，あるいはその児童を養育する方に対しても手当が支給されます。
※児童とは，18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある方，または20歳未満で心身に一定の障害がある方をいいます。
※支給は申請月の翌月分から開始します。ただし所得制限があります。奇数月に銀行振込。
※受給資格者または児童が公的年金給付の支給を受けている場合は，児童扶養手当額との差額分が支給されます。また，障害年金等を受給している方は，子の加算部分との差額分が支給されます。
（遺族年金，老齢年金などの障害年金以外の公的年金給付等や障害厚生年金（３級）のみを受給している方は除きます）

20歳以上
（初診日が65
歳の誕生日

の前々日まで
のもの）

施設入所者および３ヶ月を超えて入院した場合は資格なし
　月額27,980円 ※所得制限あり　     毎年２・５・８・11月銀行振込

診断書は所定の様式のもの
(省略できる場合もあり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P７】

65歳未満

生活保護受給および市民税課税者
は支給停止　　　　　　　　　　　【P６】

65歳未満
資格要件や請求内容により必要書類が異
なりますので，国民年金担当にお問い合
わせください。

心身障害者扶養共済制度

特 別 障 害 者 手 当

障害児福祉手当を受けていない18歳未満の方（施設等入所者を除く）の保護者に対して
支給
　月額 7,300円 ※所得制限なし　　　  毎年３・７・11月銀行振込

△

療育Ｂ１と
重複

国民年金への加入が任意であった時期に国民年金に加入していなかったため，障害基礎年金の給付権を有していない障害者を救済する制度
月額53,650円（1級）　　42,920円（2級）　毎年偶数月支給

（国　民　年　金）
特別障害給付金

身障３・４
級と重複

身体又は精神に著しく重度の障害を有するため，日常生
活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。
※障害程度の詳細等につきましては，障がい福祉課ま
　でお問い合わせください。

児童扶養手当

高知県重度心身障害児
療育手当

手
当
等

障 害 児 福 祉 手 当

中央窓口センター
国民年金担当
８２３－９４３９

重度心身障害者
福祉給付金

障がい福祉課
医療福祉担当
８２３－９０５３

心身障害者の保護者が一定の掛金を納付することにより，その保護者が万一死亡（または重
度障害）後，残された障害者が年金を受給できる。
　年金月額  １口加入20,000円    ２口加入40,000円

未加入の任意加入対象期間に初診日があった方等で公的年金や特別障害給付金を受けて
いない65歳未満の方
月額36,000円　　毎年4・8・12月銀行振込

・認定請求書　・所得状況届　・診断書
・同意書　・マイナンバーの分かるもの
・口座振替申出書（対象児分）
･身体障害者手帳または療育手帳

18歳未満

18歳未満
・医療機関作成の意見書
・保険証　　・所得・課税証明書等
・マイナンバーの分かるもの

公的障害年金を受給していない20歳未満の方（施設等入所者を除く）の保護者に対して
支給
　月額53,700円（1級・重度）　 35,760円（２級・中度） ※所得制限あり
　毎年４・８・１１月銀行振込

・認定請求書　　　・診断書
・所得状況届　　　・同意書
・前年度受給した年金額の分かるもの
・銀行口座の分かるもの
・身体障害者手帳
・マイナンバーの分かるもの

障害の原因となったケガや病気で初めて治療目的で診療を受けた日（初診日）の前日において，国民年金保険料の一定の滞納がない等の納付要件
を満たしている方が，初診日から原則１年６か月後の障害認定日（この日が20歳前である場合は20歳到達日）に国民年金法で定める障害状態にある
ときに支給される年金。20歳前に初診日がある障害で受給される場合は，本人の所得制限あり。
年額　1級　993,750円（68歳以上990,750円）　　　2級　795,000円（68歳以上792,600円）　　　偶数月の15日に支給

保護者等が
65歳未満

資格要件や請求内容により必要書類が異
なりますので，国民年金担当にお問い合
わせください。

備           考

診断書は所定の様式のもの
(省略できる場合もあり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P７】

障がい福祉課
医療福祉担当
８２３－９０５３

生活保護受給者および医療保険未
加入者は除く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P13】

・医療機関作成の意見書
・保険証
・特定疾病療養受療証（透析のみ）
・身体障害者手帳
・マイナンバーの分かるもの

75歳以上の方は手帳の有無にかか
わらず加入対象（生活保護受給者を
除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P13】

指定医療機関での治療に適用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P11】

・申請書等
・保険証
・身体障害者手帳または療育手帳

△：18歳未満

18歳以上

・保険証
・身体障害者手帳または療育手帳

各手帳の有無は関係なし

障がい福祉課
医療福祉担当
８２３－９０５３

保険医療課
後期高齢者医療係

　８２３－９３８０

障がい福祉課
医療福祉担当
８２３－９０５３

特別児童扶養手当１級相当の障害
があること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P８】

初診日に厚生年金保険加入者または
国民年金第３号被保険者（厚生年金保
険加入者の被扶養配偶者）であった場合
は最寄りの年金事務所，共済組合員で
あった場合は所属されていた共済組合
へお問い合わせください。　 　　【P５】

制  度  名 担  当

身障３・４
級と重複

特 別 児 童 扶 養 手 当

自
立
支
援
医
療

△

療育Ｂ１と
重複

医
療

国保および社会保険の各法による保険の自己負担分を助成

※65歳以上の方で新たに申請される方については県市民税非課税世帯の方のみ対象

重度心身障害児・者医療費
（福祉医療）

（国　民　年　金）
障害基礎年金

更 生 医 療

20歳以上

後 期 高 齢 者 医 療

18歳以上の障害者に対し，障害を軽減したり残された機能を回復するために必要な医療費の
助成
例：人工透析，心臓手術（ペースメーカー，人工弁等），人工関節置換術等
※一部自己負担あり



詳しくは，別冊の「障害福祉のしおり」をご参照ください。 

障害者福祉制度ガイド④ 備考欄【　】内「障害福祉のしおり」掲載ページ数 令和５年７月現在

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

身体・知的障害者は ○ ○ ○ ○ ＮＨＫの窓口でも申請可能です。

障がい福祉課 管理担当

８２３－９０５６

精神障害者は 　　・精神障害者保健福祉手帳１級　　 【各種証明書類】

健康増進課 全額免除：住民票（世帯全員分），

８０３－８００５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市町村民税非課税証明書（世帯全員分）

ＮＨＫ高知放送局 半額免除：住民票（世帯全員用）

８２３－２３０１ 【P46】

　ハーティ割引 （株）ＮＴＴドコモ

　スマイルハート割引 ＫＤＤＩ（株） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　ハートフレンド割引 ソフトバンク（株）

８５６－５５３９

　介護給付

　訓練等給付

　地域生活支援事業

　障害児通所支援 【P47・48】

券販売所 公的な施設への入場・利用については，免除や割引できる場合があるので，個別にお問い合わせください。 身体障害者手帳または療育手帳 利用時に手帳の提示が必要　　【P46】

消防局　総合指令課
８７１－７５０３

詳細は消防局総合指令課ホームページ
をご確認ください。　　　　　　 【P34】

高知市役所（代表） 高知市障害者福祉センター 高知県社会福祉協議会

高知市東部健康福祉センター 高知市社会福祉協議会

高知市南部健康福祉センター
日本年金機構
高知東年金事務所

高齢者支援課 高知市春野あじさい会館
日本年金機構
高知西年金事務所

基幹型地域包括支援センター 高知県庁（代表） 高知警察署

介護保険課 高知県障害福祉課 高知南警察署

保険医療課 中央東県税事務所 高知東警察署

中央窓口センター
国民年金担当

高知公共職業安定所 FAX110番

市民税課 高知障害者職業センター NHK高知放送局

健康増進課
高知県立療育福祉センター
身体障害者更生相談担当

高知ケーブルテレビ

子育て給付課 高知県身体障害者連合会

子ども発達支援センター 高知市身体障害者連合会

高知市営住宅管理センター 高知税務署

８２２－０１１０

＜サービス対象者＞
高知市に在住又は高知市内の事業所，各種学校に通勤・通学される聴覚や言語
等に障がいのある方

８２３－９３５８ ８６６－０１１０８６６－８５１０

８９４－５９７７

関 係 機 関 電 話 番 号 一 覧

障がい福祉課

８２３－９９２７ ８２３－９６３５

スマートフォン,タブレット及びフィーチャーフォンのインターネット機能を利用して，119番通報ができるサービス

８７３－７７１７

８３１－４４３０

８２２－８１１１

８２３－９３７８

８３４－０１１０

全額免除　　障害の種類（身体・知的・精神）にかかわらず障害者手帳所持者の世帯の構成員全員が

まずは電話でご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【P29】

この制度は各種要件があります。
まずは電話にてお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【P42】

他の融資制度や給付制度を利用できない低所得世帯や障害のある方がいる世帯を対象に，必要な資金の貸付と必要に応じた援助指導を行うことにより，経済的自立や生活意欲を高め，
安定した暮らしを支援するための制度

・住民票，所得証明書　など
※申請内容によって必要な書類が異なりま
す。

・申請書等

負担上限額の軽減を受ける場合は
・収入の確認ができる資料等

※65歳以上の方は介護保険制度のサービス
が優先となります。

<北部>

障害者相談センター北部
８２０－５２１１
丸ノ内１丁目７－４５　総合あんしんセンター３階

【地域】
一宮・秦・江ノ口・小高坂・上街・高知街・土佐山

申請は各社ショップまたは各社携帯電話
取扱店でご相談ください。　　　　 【P46】

障害者手帳の所持者を対象にした基本使用料等の割引
・各種手帳（身体・知的・精神）
・預金口座の分かるもの
・金融機関届出印　　　　　　など

＜サービス利用対象者＞
・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者
・精神保健福祉手帳所持者　等
（知的障害者児・者または精神障害者の場合で手帳をお持ちでない方は，
必要に応じて県立療育福祉センターの判定や病院の診断等をお願いする
場合があります）
・難病等（対象疾患による障害がある方々が対象）

詳しくは電話でご相談ください。

※利用に当たって，障害支援区分認定
　 やスコア判定を行います。
　 結果によってはご希望に沿えない場
　 合や，サービスによっては個別相談
　 が必要な場合があります。

８２３－９１２１ ８２３－１１１１

備           考

・各種手帳（身体・知的・精神）

・印鑑

 　　　　　　　 市町村民税非課税の場合

制     度     内     容担  当
療育手帳

申請に必要なもの

※ＮＨＫで申請を受理した月からの減免となりますのでご注意ください。

半額免除　　世帯主かつ受信契約者が下記の障害者手帳所持者の場合

　　・身体障害者手帳１・２級（視覚・聴覚は等級不問）

　　・療育手帳Ａ１・Ａ２

　　

ＮＨＫで申請する場合は，各種証明書
類，手帳，印鑑を持参してください。

８２３－９４４１

８４４－４４７７

８７５－２１１０

８２３－９４２１

８２３－９４３９

相
談

　障害者相談支援事業

８８２－９３８０

能力，適性に応じて自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう，福祉サービス・その他サービスに関す
る各種相談，調整，情報提供，権利擁護のための援助を行っています。

８７５－１７１７

８５６－５５３９

８４４－９００７

８７８－９０６０　　 ８７５－６６８４（FAX)

Net119緊急通報システム

障がい福祉課
地域生活支援室

８２３－９３７８

自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練），就労移行支援，就労定着支援，就労継続支援（Ａ型・Ｂ
型），グループホーム（介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型），自立生活援助

移動支援，日中一時支援，訪問入浴，福祉ホーム，地域活動支援センター

児童発達支援，医療型児童発達支援，居宅訪問型児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援

８２２－１１２３

８０３－８００５

８２３－９４４７

８２３－２３０１

８２３－９０６７

８８０－１５００

８２３－９５５２ ８７２－３８８０

８６６－２１１１

８７８－５３２３

８７２－９４９７

制  度  名

高知市Net119利用申請書に必要事項を記入
し，申請窓口（消防局総合指令課）に提出して
登録を行ってください。

携
帯

電
話

貸
付

　生活福祉資金
　貸付制度

高知市社会福祉協議会

<東部>

障害者相談センター東部
８８２－９３９１
葛島４丁目３－３　東部健康福祉センター内

【地域】
布師田・大津・三里・五台山・高須・介良・
南街・北街・下知

<西部>

障害者相談センター西部
８０２－８１６６
旭町２丁目２１－６　障害者福祉センター２階

【地域】
朝倉・鴨田・旭街・初月・鏡

<南部>

障害者相談センター南部
８５６－９２５５
百石町３丁目１－３０　南部健康福祉センター１階

【地域】
潮江・長浜・御畳瀬・浦戸・春野

受
信
料

　NHK放送受信料の
　免除

公立施設等の入場料

居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，行動援護，短期入所（ショートステイ），療養介護，
生活介護，施設入所支援

障がい福祉課
地域生活支援室

８２３－９３７８

身体障害者手帳

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等


